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は　じ　め　に

　公益法人制度改革による公益法人関連三法

（『一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律（以下「一般法」）』，『公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律（以下

「公益認定法」）』，『一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（以下「整

備法」）』が，ついに平成２０年１２月１日より施

行された。これにより従来の民法法人（社団

法人・財団法人）は，特例民法法人として，

法施行日から５年後の平成２５年１１月３０日まで

に，公益目的事業を行うことを主たる目的と

した「公益社団法人又は公益財団法人（以下

「公益社団法人等」）」への移行認定を申請す

るか，必ずしも公益事業を行うことを目的と

しない「一般社団法人又は一般財団法人（以

下「一般社団法人等」）」への移行認可を申請

するか，の選択をしなければならない。

　税法においては，一般社団法人等はさらに，

一定の要件を満たした「非営利型法人」とそ

れ以外の「普通法人」の二つの区分が設けら

れ，それぞれ税務上の取扱いが異なることと

なっている。

　本稿では，主に特例民法法人が一般社団法

人等へ移行する場合の税務上の取扱いについ

て，制度上の取扱いも踏まえながら解説する。

１　一般社団法人等への移行の
　認可

　税務上の取扱いを理解するには，まず制度

上の取扱いを理解しておく必要がある。特例

民法法人が新たな法人類型に移行する際の取

扱いは，整備法において定められている。

�　公益目的支出計画
　一般社団法人等への移行の認可を受けよう

とする特例民法法人は，その認可を受けたと

きの残余財産の額に相当するものとして，そ

の特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を

基礎として算定した「公益目的財産額」に相

当する金額を，公益の目的のために支出して

ゼロとするための「公益目的支出計画」を作

成しなければならない（整備法１１９）。つまり，

従来の公益法人であった期間に得た財産は，

公益事業に使用することを期待されて収受し

た寄附等で成り立っているのであるから，必

ずしも公益事業を目的とせず，行政上の監督

も及ばない一般社団法人等へ移行する場合で

も，一定の財産額に相当する金額については，
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の各種コンサルティング業務にも従事。

一般社団法人等への移行時の課税関係について



公益を目的とした事業に使用することを求め

ているのである。

　公益の目的のための支出とは次に掲げる三

つの支出をいう。

　①　公益目的事業のための支出

　　　公益認定法上の公益目的事業のための

支出をいう。

　②　公益認定法第５条第１７号に規定する者

に対する寄附（特定寄附）

　　　類似の事業を目的とする他の公益法人

や学校法人等，国若しくは地方公共団体

に対する寄附をいう。

　③　認可を受けた後も継続して行う不特定

かつ多数の者の利益の増進に寄与する目

的に関する事業のための支出（継続事業）

　　　①に該当しないもので，従来から特例

民法法人において行われてきた事業で継

続して実施するものをいう。

�　公益目的財産額
　公益目的支出計画において，最終的にゼロ

になるまでの支出が求められる「公益目的財

産額」は次により計算される（整備法施行規

則１４①）。

　『公益目的財産額

　　　＝純資産額＋①－②－③－④』

　　　①　時価評価資産＊の評価益の額

　　　②　時価評価資産＊の評価損の額

　　　③　基金の額

　　　④　貸借対照表の純資産の部に計上す

べきもののうち支出又は保全が義務

付けられていると認められるものの

額

　　　　＊　時価評価資産とは次に掲げる資

産をいう。

　　　　　�　土地又は土地の上に存する権

利

　　　　　�　有価証券

　　　　　�　書画，骨とう，生物その他の

資産のうち簿価と時価との差額

が著しく多額である資産

２　一般社団法人等への移行に
　関する税務

�　一般社団法人等の税務上の法人
　類型
　一般社団法人等は，税務上「非営利型法人」

と「普通法人」との二つの区分に分類される。

公益社団法人等を含め，それぞれの類型によ

る課税所得の範囲等は以下のとおりである。

�　非営利型法人の定義
　非営利型法人とは一般社団法人等で次の①

又は②に掲げる法人をいう。

　①　非営利性が徹底された法人（法人税法

施行令３①）

　　　次の�から�に掲げる要件のすべてに

該当する法人をいう。

　　�　その定款に剰余金の分配を行わない

旨の定めがあること。

　　�　その定款に解散したときはその残余

財産が国若しくは地方公共団体，公益

社団法人等，公益認定法第５条第１７号

イからトまでに掲げる法人（学校法人，

社会福祉法人など）に帰属する旨の定
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一般社団法人等
公益社団法人等

普通法人非営利型法人

全所得課税収益事業課税収益事業課税課税範囲

３０％＊３０％＊３０％＊税率

なしなしあり「みなし寄附金」の適用

＊　年８００万円以下の部分については２２％



めがあること。

　　�　上記�及び�の定款の定めに反する

行為（他の要件のすべてに該当してい

た期間において，剰余金の分配又は残

余財産の分配若しくは引渡し以外の方

法（合併による資産の移転を含む）に

より特定の個人又は団体に特別の利益

を与えることを含む）を行うことを決

定し，又は行ったことがないこと。

　　�　各理事について当該理事及び当該理

事の配偶者又は三親等以内の親族その

他の当該理事と特殊の関係のある者で

ある理事の合計数の理事の総数のうち

に占める割合が，三分の一以下である

こと。

　②　共益的活動を目的とする法人（法人税

法施行令３②）

　　　次の�から�に掲げる要件のすべてに

該当する法人をいう。

　　�　その会員の相互の支援，交流，連絡

その他の当該会員に共通する利益を図

る活動を行うことをその主たる目的と

していること。

　　�　その定款（定款に基づく約款その他

これに準ずるものを含む）に，その会

員が会費として負担すべき金銭の額の

定め又は当該金銭の額を社員総会若し

くは評議員会の決議により定める旨の

定めがあること。

　　�　その主たる事業として収益事業を

行っていないこと。

　　�　その定款に特定の個人又は団体に剰

余金の分配を受ける権利を与える旨の

定めがないこと。

　　�　その定款に解散したときはその残余

財産が特定の個人又は団体（国若しく

は地方公共団体，公益社団法人等，公

益認定法第５条第１７号イからトまでに

掲げる法人（学校法人，社会福祉法人

など），その目的と類似の目的を有す

る他の一般社団法人等を除く）に帰属

する旨の定めがないこと。

　　�　他の要件のすべてに該当していた期

間において，特定の個人又は団体に剰

余金の分配その他の方法（合併による

資産の移転を含む）により特別の利益

を与えることを決定し，又は与えたこ

とがないこと。

　　�　各理事について当該理事及び当該理

事の配偶者又は三親等以内の親族その

他の当該理事と特殊の関係のある者で

ある理事の合計数の理事の総数のうち

に占める割合が，三分の一以下である

こと。

�　普 通 法 人
　非営利型法人以外の一般社団法人等は普通

法人となる。

�　一般社団法人等（普通法人型）への
　移行時の所得計算
　上記�のように非営利型法人は収益事業課

税となることから，特例民法法人が非営利法

人型の一般社団法人等に移行する場合には課

税所得の範囲は変わらず，移行時において特

段の課税関係は発生しない。しかし，普通法

人型の一般社団法人等へ移行する場合には，

課税所得の範囲が収益事業課税から全所得課

税へと変わることになるため，それまで従来

の公益法人であった期間に収益事業課税の恩

恵を受けて蓄積した財産に相当する部分に対

して課税が行われる。

①　累積所得金額の益金算入及び累積欠損金

額の損金算入

　　特例民法法人が普通法人に該当すること

となった場合には，その該当することと

なった日（以下「移行日」）前の収益事業

以外の事業から生じた所得の金額の累積額

（以下「累積所得金額」）又は当該移行日

前の収益事業以外の事業から生じた欠損金
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額の累積額（以下「累積欠損金額」）に相

当する金額は，当該移行日の属する事業年

度の所得の金額の計算上，益金の額又は損

金の額に算入する（法人税法６４の４①）。累

積所得金額とは移行日における資産の帳簿

価額が負債の帳簿価額及び利益積立金額の

合計額を超える場合におけるその超える部

分の金額をいい，累積欠損金額とは移行日

における負債の帳簿価額及び利益積立金額

の合計額が資産の帳簿価額を超える場合に

おけるその超える部分の金額をいう（法人

税法施行令１３１の４①）。

　　さらに，特例民法法人の移行の場合の累

積所得金額の計算においては，一定の調整

計算を適用することができる。すなわち，

以下の�と�のいずれか少ない金額を累積

所得金額から控除し，控除しきれない金額

があるときは，その控除しきれない金額は

累積欠損金額とみなす（法人税法施行令１３１

の５①三・②，法人税法施行規則２７の１６の

４①）。

　�　移行日における修正公益目的財産残額

（＝公益目的財産残額＋公益目的収支差

額の収入超過額＋時価評価資産の評価損

－時価評価資産の評価益）

　�　移行日における資産の帳簿価額から負

債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額

を控除した金額

　上記の取扱いを算式で示すと，以下のとお

りである。

②　申 告 要 件

　　①の規定は，税務署長においてやむを得

ない事情があると認める場合を除き，確定

申告書にその金額及びその計算に関する明

細の記載があり，かつ，一定の書類の添付

がある場合に限り適用される（法人税法６４

の４④⑤）。

③　みなし事業年度

　　特例民法法人が普通法人に該当すること

となった場合には，その事業年度開始の日

からその該当することとなった日の前日ま

での期間及びその該当することとなった日

からその事業年度終了の日までの期間を，

それぞれ事業年度とみなす（法人税法１４二

十二）。

�　一般社団法人等（普通法人型）への
　移行後の所得計算
　�の適用を受けた場合には，その事業年度

以後の各事業年度において，公益目的支出の

額が実施事業等の収入を超える部分の金額は，

損金の額に算入しない。つまり，公益目的支

出計画は，公益目的財産額をゼロにするため

の支出計画なので通常は支出超過となるが，

その支出超過額の部分については，既に課税

関係が終了していることからその後の事業年

度の所得計算にも関係させない。逆に収入超

過額が発生した場合でも，その金額は益金の

額に算入しない（法人税法施行令１３１の５⑤

⑥）。
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◎益金算入額（累積所得金額－調整額）

◎損金算入額（累積欠損金額）

次のうちいずれか少ない金額
・修正公益目的財産残額　　
・資産の帳簿価額－（負債の
　帳簿価額＋利益積立金額）

－
移行日における
利益積立金額　

＋
移行日における
負債の帳簿価額

－
移行日における
資産の帳簿価額

　　＝

移行日における
資産の帳簿価額

　－
移行日における
利益積立金額　

＋
移行日における
負債の帳簿価額

　　＝　



３　別表十四（六）の記載方法

　移行時の調整計算を適用した場合における

別表十四（六）の記載例については，以下のと

おりである。

�　移行日の属する事業年度
【前提数値】

　・資産の額　　　　　１００，０００千円

　・負債の額　　　　　　２５，０００千円

　・利益積立金額　　　　３０，０００千円

　・公益目的財産額　　　９５，０００千円

　　（うち時価評価資産の評価益３０，０００千円，

評価損１０，０００千円）

　当事例では，修正公益目的財産残額

（７５，０００千円）が簿価純資産額（４５，０００千円）

を上回るため，累積所得金額の益金算入額は

発生しない（２１欄）。
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�　移行日の属する事業年度の翌事業
　年度
【前提数値】

　・公益目的支出額　　　１０，０００千円

　・実施事業等収入額　　　５００千円

　当事例では，公益目的支出の超過額が

９，５００千円発生するが，前期において調整計

算を適用しているため，当期の所得計算上は

損金の額に算入されない（３３欄）。
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